
 

別紙１ 

霞ヶ浦導水事業の概要 

 （１）事業目的 

    霞ヶ浦導水事業は、那珂川下流部、霞ヶ浦及び利根川下流部を連絡する流況調整河川※を建設し、河川

湖沼の水質浄化、既得用水の補給等流水の正常な機能の維持と増進及び特別水利使用者に対する都市

用水の供給の確保を図り、河川の流水の状況を改善するものである。 

※流況（水量の季節的特性）が異なる２つ以上の河川を水路で結び、時期に応じて、水量に余裕のある河川から不足している

河川に水を移動させ、それぞれの河川の流況を改善するもの 
 

 （２）事業概要 

   ア 事業主体： 国土交通省 関東地方整備局 

   イ 所在地  ： 茨城県水戸市、石岡市ほか 

ウ 開発水量： 全  体 ７.３２２ｍ3／ｓ 

             東京都分 １.４ ｍ3／ｓ（上水） 

   エ 工事の内容 

水路延長：那珂導水路（那珂川から霞ヶ浦間）約４３ｋｍ 

：利根導水路（利根川から霞ヶ浦間）約２.６ｋｍ 

揚水機場：４箇所 

   オ 事業費 

総事業費：全体        約２，６２５億円 

：水道局負担分  約  １４４億円 

   カ 工期 

昭和５１年度から令和１２年度まで 

 

 （３）事業経緯 

   昭和５１年度   実施計画調査着手 

   昭和６０年 ７月 事業計画の策定（事業費：約１，６００億円、完成予定年度：昭和６８年度） 

   昭和６０年度   厚生省国庫補助事業採択 

   昭和６３年 ２月 水資源開発基本計画（第４次フルプラン）への位置付け 

   平成 ５年 ８月 事業計画の変更（事業費：約１，６００億円→約１，９００億円） 

（完成予定年度：昭和６８（平成５）年度→平成１２年度） 

   平成１３年 ９月 事業計画の変更（完成予定年度：平成１２年度→平成２２年度） 

   平成１４年１０月 事業計画の変更（茨城県上工水の減量） 

                             （那珂導水路最大導水量：３５ｍ3／ｓ→ １５ｍ3／ｓ） 

   平成２８年 ３月 事業計画の変更（完成予定年度：平成２２年度→平成３５年度） 

   令和 ２年１２月 事業計画の変更（事業費：約１，９００億円→約２，３９５億円） 

                        （完成予定年度：平成３５（令和５）年度→令和１２年度） 

   令和 ７年 ８月 事業計画の変更（事業費：約２，３９５億円→約２，６２５億円） 


